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令
和
4
年
度
（
令
和
3
年
度
実
施
）
雄
武
町
行
政
評
価

事
務
事
業
評
価
の
結
果
を
公
表

雄
武
町
で
は
行
財
政
運
営
に
「
計
画
＝
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
」
「
実
施
＝
Ｄ
Ｏ
」
「
評
価
＝
Ｃ
Ｈ

Ｅ
Ｃ
Ｋ
」
「
改
善
＝
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
取
り
入
れ
、
総
合
計
画

の
効
果
的
な
推
進
に
努
め
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、
令
和
3
年
度
に
実
施
し
た
事
業
に
つ

い
て
行
政
評
価
を
実
施
し
ま
し
た
の
で
、
評
価
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

限
ら
れ
た
行
財
政
資
源
の
有
効
活
用
を
図

る
観
点
か
ら
事
業
の
見
直
し
・
変
更
や
拡
充
、

休
・
廃
止
な
ど
を
行
い
、
評
価
を
通
じ
て
事

務
事
業
を
再
構
築
し
、
町
民
ニ
ー
ズ
に
対
す

る
適
切
な
対
応
や
持
続
可
能
な
行
財
政
基
盤

を
確
立
し
ま
す
。

評
価
の
目
的

評
価
方
法
と
件
数

令
和
3
年
度
に
政
策
予
算
事
業
と
し
て
実
施

し
た
２
９
６
件
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
、
次
の

方
法
に
よ
り
評
価
し
ま
し
た
。

一
次
評
価
―
自
己
評
価
（
２
９
６
件
）

担
当
課
が
自
ら
行
う
評
価
。

二
次
評
価
―
評
価
会
議
（
57
件
）

自
己
評
価
の
う
ち
、
内
容
の
聞
き
取
り
が
必

要
と
認
め
る
事
務
事
業
に
つ
い
て
、
副
町
長
な

ど
で
構
成
す
る
評
価
会
議
が
行
う
評
価
。

三
次
評
価
―
町
長
評
価
（
０
件
）

評
価
会
議
で
評
価
し
た
事
務
事
業
の

う
ち
、
特
に
必
要
と
認
め
る
事
務
事
業

に
つ
い
て
町
長
が
行
う
評
価
。

評
価
調
書
は
、
役
場
窓
口
お
よ

び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
し
、

広
く
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

な
お
、
評
価
結
果
は
確
定
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
来
年

度
以
降
の
行
政
評
価
の
参
考
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
意
見
募
集
期
限

7
月
29
日
㈮
17
時
ま
で

※
意
見
の
提
出
方
法
な
ど
詳
し
く

は
、
担
当
係
へ
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

評
価
の
ポ
イ
ン
ト

行
政
評
価
で
は
、事
業
の
「
必
要
性
」

「
有
効
性
」「
効
率
性
」「
公
平
性
」
の

４
つ
の
点
を
重
視
し
、
総
合
的
に
Ａ
～

Ｄ
の
４
段
階
で
評
価
を
区
分
し
ま
す
。

ま
た
、
事
業
を
今
後
ど
の
よ
う
に

展
開
し
て
い
く
の
か「
現
状
維
持
」「
見

直
し
・
変
更
」「
拡
充
」「
休
・
廃
止
」

な
ど
の
方
向
付
け
を
行
い
、
本
年
度

の
評
価
結
果
は
【
表
１
】【
表
２
】
の

と
お
り
に
な
り
ま
し
た
。

【表１】総合評価

区分 事業数 内 容

Ａ 245 件
良好に進んだ
計画どおり事業を進めることが適当

Ｂ 49 件
おおむね良好に進んだ
事業の進め方に改善が必要

Ｃ 2 件
計画を達成できていない
事業規模や内容などの見直しが必要

Ｄ 0 件
事業効果が表れていない
事業の統合、休・廃止の検討が必要

計 296 件

【表２】今後の展開方向
区 分 事業数 内 容

現状維持 249 件
事業内容、事業量に大きな変更がなく、
予算増減が少ないもの

見直し・変更 11 件
事業効果の発現等、根本的に事業内容
の見直し・変更を要するもの

拡 充 18 件
事業内容、事業量に相当程度の変更が
あり、予算増を伴うもの

縮 小 0 件
事業内容、事業量に相当程度の変更が
あり、予算減を伴うもの

統 合 0 件
事業内容の類似する事業に統合するも
の

終 了 14 件
単年度事業、期間満了により事業が終
了となるもの

休 止 3 件
事業を休止するもの（状況に応じ事業
を再開）

廃 止 1 件 事業を取り止めるもの

計 296 件

評
価
調
書
を
公
表
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

問
財
務
企
画
課
企
画
調
整
係

計 画
ＰＬＡＮ

実 施
ＤＯ

評 価
ＣＨＥＣＫ

改 善
ＡＣＴＩＯＮ ＰＤＣＡサイクル

中山間地域等直接支払制度実施状況公表
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国

および地方自治体による支援を行う制度として平成 12 年度から実施しており、令和 2 年度から第 5 期対
策（令和 2 年度～ 6 年度）が開始されました。

町では、この制度を利用し49人の農業者と17法人が集落協定に基づいた共同取組活動を行っています。
制度の実施状況については、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領第 12 の規定により公表が定め
られていることから、制度の趣旨および令和 3 年度の集落活動内容などについてお知らせします。
●制度の基本的な考え方

農業・農村は、単に食料を供給するだけでなく、農業生産活動を通じ国土の保全・水資源のかん養、良
好な景観の形成などの多くの多面的機能を有していますが、中山間地域等は傾斜地が多いなど農業生産
条件が不利な地域であるため、農業生産の維持を通じ多面的機能を確保する観点から、国民の理解のも
とに、平地地域との生産条件の格差を解消するために設けられた制度です。
●対象農用地
①急傾斜地 ②緩傾斜地 ③小区画・不整形な田 ④高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地
雄武町は「⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地」に該当します。

●対象者
集落などを単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続

する農業者など。

●対象行為
耕作放棄地の防止活動などを行う「農業生産活動」や、国土保全・環境美化などに努める「多面的機

能を増進する活動」を必須項目とし、このほか生産性・収益の向上や担い手の育成に資する活動などが
対象となり、これらは集落協定を締結し、共同での活動として取り組まれます。

●交付金
令和 3 年度の雄武町が該当する基準においては、集落の取組状況に応じて 10 アール当たり 1,500 円

が交付され、一農業者当たりの交付金額は 500 万円が上限となっています。
令和 3 年度の本町における交付金総額はおよそ 9,610 万円であり、内訳および共同取組活動の内容に

ついては次の表のとおりです。

問産業振興課農務係

※平成 27 年度に始まった第４期対策からは、これまでの８集落を１集落に再編し、多面的機能の維持・
増進を一層図るとともに、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた取り組みを推進し
ています。

組織名
協 定
参加者数

対象農用地
面 積

交 付 金 額（千円）

共同取組 個人配分

雄武町集落協定
49 人

17 法人
6,406ha 96,098 17,725 78,373

主 な 共 同 取 組

活 動 の 内 容

【農用地に関する活動】

○耕作放棄防止等の活動

・賃借権設定・農地の法面管理・草地改良資材の購入・オルソ画像の更新

【水路、農道等の管理活動】

○農道の管理

  ・草刈り

【多面的機能を増進する活動】

○農場周辺の環境整備

【農用地等保全体制整備に関する活動】

○農道等の補修・改良の点検

【その他】

○認定農業者の育成


